
令和６年度高知県障害福祉施設等デジタル化支援事業費補助金交付要綱

（障害福祉分野のロボット等導入支援事業・ICT導入モデル事業）

第１条 （略）

（補助の目的及び補助対象事業）

第２条 県は、福祉・介護職場の環境を改善することにより職員の定着促進を図るため、福祉・介護施設又は事業

所が行う次に掲げる事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

（１）令和６年度（令和５年度からの繰越分）障害福祉分野のロボット等導入支援事業

令和６年２月１日付け障発0201第３号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知における別紙「障害福祉

分野のロボット等導入支援事業（令和５年度補正予算分） 実施要綱」に基づく事業とする。

（２）令和６年度（令和５年度からの繰越分）障害福祉分野のICT導入モデル事業

令和６年２月５日付け障発0205第２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知における別紙「障害福祉

分野のICT導入モデル事業実施要綱」に基づく事業とする。

第３条～第14条 （略）

附 則

(施行期日）

１ この要綱は、令和６年11月７日から施行する。

(失効期限等）

２ この要綱は、令和７年５月31日限りその効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については

第６条、第７条第５号及び第６号、第９条、第10条第３項、第13条並びに第14条の規定は、同日以降もなおそ

の効力を有する。

令和５年度高知県障害福祉施設等デジタル化支援事業費補助金交付要綱

（障害福祉分野のロボット等導入支援事業・ICT導入モデル事業）

第１条 （略）

（補助の目的及び補助対象事業）

第２条 県は、福祉・介護職場の環境を改善することにより職員の定着促進を図るため、福祉・介護施設又は事業所

が行う次に掲げる事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

（１）令和５年度（令和４年度からの繰越分）障害福祉分野のロボット等導入支援事業

令和５年２月16日付け障発0216第３号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知における別紙「障害福祉

分野のロボット等導入支援事業（令和４年度第二次補正予算分） 実施要綱」に基づく事業とする。

（２）令和５年度（令和４年度からの繰越分）障害福祉分野のICT導入モデル事業

令和５年２月16日付け障発0216第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知における別紙「令和４年

度障害福祉分野のICT導入モデル事業実施要綱」に基づく事業とする。

第３条～第14条 （略）

附 則

(施行期日）

１ この要綱は、令和５年９月７日から施行する。

(失効期限等）

２ この要綱は、令和６年５月31日限りその効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については第

６条、第７条第５号及び第６号、第９条、第10条第３項、第13条並びに第14条の規定は、同日以降もなおその効

力を有する。



別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

事業区分 補助対象者 補助対象経費 補助要件 補助基準額 補助率

障害福祉分野

のロボット等

導入支援事業

※令和６年２

月１日付け障

発0201第３号
厚生労働省社

会・援護局障害

保健福祉部長

通知における

別紙「障害福祉

分野のロボッ

ト等導入支援

事業（令和５年

度補正予算分）

実施要綱」に基

づく事業

（略） ロボット等の

導入に要する

経費

保守・サポート

費、導入設定、

導入研修、セキ

ュリティ対策

等に要する初

期費用を含む。

なお、リース等

の費用も対象

とするが、当該

年度中に係る

経費のみ対象

となる。

（略） （略） （略）

事業区分 補助対象者 補助対象経費 補助要件 補助基準額 補助率

障害福祉分野

のロボット等

導入支援事業

※令和５年２

月16日付け障
発0216第３号
厚生労働省社

会・援護局障害

保健福祉部長

通知の別紙「障

害福祉分野の

ロボット等導

入支援事業（令

和４年度第二

次補正予算分）

実施要綱」に基

づく事業

（略） ロボット等導

入に要する経

費

保守・サポート

費、導入設定、

導入研修、セキ

ュリティ対策

等に要する初

期費用を含む。

なお、リース等

の費用も対象

とするが、当該

年度中に係る

経費のみ対象

となる。

(略） （略） （略）



別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

事業区分 補助対象者 補助対象経費 補助要件 補助基準

額

補助率

障害福祉分野

の ICT 導入モ
デル事業

※令和６年２

月５日付け障

発0205第２号
厚生労働省社

会・援護局障害

保健福祉部長

通知における

別紙「障害福祉

分野の ICT 導
入モデル事業

実施要綱」に基

づく事業

（略） （略） 次の①から⑥までの要件全てを

満たすもの

①高知県等が開催する ICT導入
に伴う研修会に参加すること。

②導入後、客観的かつ定量的な

指標に基づいて ICT導入前後の
比較を行い、生産性向上による

業務効率化及び職員の業務負担

軽減の効果等について県に報告

すること。なお、当該報告の内容

は本補助事業の活用事例として

事業者のホームページ等で公表

すること。

③経済産業省が実施している

「サービス等生産性向上IT導入
支援事業」による補助を受ける

障害福祉サービス事業者等の場

合には、当該補助を受ける部分

については本事業の補助対象と

ならないこと。

④令和６年２月１日障発 0201
第３号厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部長通知に基づく

「障害福祉分野のロボット等導

入支援事業（令和５年度補正予

算分）」の対象となるものは、本

事業の補助対象とならないこ

と。

⑤過去に障害福祉サービス事業

者等に対する同様の ICT導入支
援補助金により補助を受けて同

種のICT機器等を購入したこと
がある障害福祉サービス事業者

等は、本事業の補助対象となら

ないこと。

⑥複数の業者から見積書を徴し

たうえで、最低価格を提示した

業者を選定すること。

（略） （略）

事業区分 補助対象

者

補助対象経費 補助要件 補助基準額 補助率

障害福祉分野

の ICT 導入モ
デル事業

※令和５年２

月 16日付け障
発0216第１号
厚生労働省社

会・援護局障害

保健福祉部長

通知の別紙「令

和４年度障害

福 祉 分 野 の

ICT 導入モデ
ル事業実施要

綱」に基づく事

業

（略） （略） 次の①から⑥までの要件全てを

満たすもの

①高知県等が開催する ICT導入
に伴う研修会に参加すること。

②導入後、客観的かつ定量的な

指標に基づいて ICT導入前後の
比較を行い、生産性向上による

業務効率化及び職員の業務負担

軽減の効果等について県に報告

すること。なお、当該報告の内容

は本補助事業の活用事例として

事業者のホームページ等で公表

すること。

③経済産業省が実施している

「サービス等生産性向上IT導入
支援事業」による補助を受ける

障害福祉サービス事業者等の場

合には、当該補助を受ける部分

については本事業の補助対象と

ならないこと。

④令和５年２月16日障発0216
第３号厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部長通知に基づく

「障害福祉分野のロボット等導

入支援事業（令和４年度第二次

補正予算分）」の対象となるもの

は、本事業の補助対象とならな

いこと。

⑤過去に障害福祉サービス事業

者等に対する同様のICT導入支
援補助金により補助を受けて同

種の ICT機器等を購入したこと
がある障害福祉サービス事業者

等は、本事業の補助対象となら

ないこと。

⑥複数の業者から見積書を徴し

たうえで、最低価格を提示した

業者を選定すること。

（略） （略）



別表第２ （第３条関係） （略）

別表第３ （第５条―第７条関係） （略）

別表第２ （第３条関係） （略）

別表第３ （第５条―第７条関係） （略）
































